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兵庫県での医療措置協定締結

• 兵庫県医師会が各医療機関の代理人として集合契

約を兵庫県と締結

• 自院での発熱外来設置が困難でも、宿泊療養や自

宅療養への参画での契約締結を可とする



令和４年12月の感染症法の改正において新たに設けられた制度で、新型コロナウイルス感染症

の対応を念頭に、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症（新興感染症）へ

の対応を強化するため、平時に都道府県と医療機関がその機能・役割に応じた新興感染症の対応に

かかる協定を締結する仕組みです。

医療措置協定①
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医療措置協定とは

対象とする感染症

新興感染症 ＝ 新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症

協定締結においては、新型コロナウイルス感染症と同程度の感染症を想定しています。

また、新興感染症の特性等が、協定の想定とは大きく異なる事態となった場合には、協定内容について、

機動的な変更や状況に応じた柔軟な対応等を行うこととしています。

協定の締結内容

項 目 内 容 該 当

病床の確保 病床を確保し入院医療を実施 －

発熱外来 発熱症状のある者の外来を実施 ●

自宅療養者等への医療提供 自宅療養者等（宿泊施設、高齢者施設等を含む）に医療を提供 ●

後方支援 回復患者や一般患者の受け入れを実施 －

人材派遣 地域の検査センター等に医療人材を派遣 ●

※その他「個人防護具の備蓄（努力義務）」および「年１回以上の研修等の実施」などを、内容に盛り込みます。



医療措置協定②
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協定の締結期間

協定の有効期間は、締結日から令和９年３月３１日までです。それ以降は３年毎の自動更新と
なります。更新時期が近づいた際に、内容の変更等を含め、更新の意向を確認することを予定
しています。

医療提供の実施

新興感染症発生・まん延時に、感染状況等を踏まえ、県から各診療所に要請を行います。
要請がありましたら、協定に定めた医療の提供（発熱外来の設置等）を実施していただくこと
になります。

なお、新興感染症の性状等が事前の想定とは大きく異なると判断した場合には、柔軟な対応を
行うこととしています。

○ 改正感染症法の規定に基づき、協定を締結した医療機関名（診療所名、住所、協定項目）を県

ホームページで公表します。（公表時期は令和６年４月以降の予定。）

○ 新興感染症発生・まん延時には、新型コロナの対応と同様に、患者の選択に資するような公表
を行うことを想定しています。

協定締結の主体

協定に係る医療機関名の公表

○ 医療機関との協定締結は、知事と医療機関の管理者との間で行います。

（「開設者」ではありませんのでご注意ください。）



公表について

• あくまで医療措置協定が有効になるのは、新興感染症発

生・まん延時で且つ県が要請を行った段階からである

• 平時は医療措置確保義務は生じていないので、協定に定

められた発熱外来設置、自宅療養者への医療提供や人材

派遣は求められない

• 協定締結の事実を県のHPで公表するが、発熱外来の案

内と混同されないような掲載方法に配慮する



兵庫県において目指す医療提供体制の姿

兵庫県

厚生労働省の考え方を基本に、本県の実情や「感染症対策連携協議会」における意見等を踏まえて、
「兵庫県感染症予防計画」において下表の数値目標の設定を予定しています。

※１発生公表：厚生労働大臣による新興感染症発生の公表（感染症法に基づく。）
※２自宅療養者等：宿泊施設、高齢者施設等における療養者を含む。

主な項目

確保病床数

宿泊施設
確保居室数

発熱外来
機関数

自宅療養者等※
２に医療提供す

る
医療機関数

PCR
検査実施
可能数

（発生公表※1） （１週間後） （１ヶ月後） （３ヶ月後）
（６ヶ月後）

中軽症640床
重 症110床

中軽症1,100床
重 症 120床

75病院等 1,800診療所等

860医療機関 910医療機関

コロナ発生公表
１年後の水準

コロナ発生公表
３年後の水準

コロナ発生公表
１年後の水準

通常医療への影響を
考慮した最大水準

コロナ発生公表
３年後の水準

コロナ発生公表
３年後を上回る水準

感染症病床54床

（「後方支援医療機関数」「人材派遣数」等についても数値目標を設定する。）

500室

コロナ発生公表
１年後の水準

2,250室

コロナ時の最大
確保数

1,200件/日

コロナ発生公表
１年後の水準

20,000件/日

コロナ発生公表
３年後の水準

下記の順に病床の確保を要請
(1)県立病院等、(2)公立・公的病院等
(3)民間病院等
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協定の財政措置（全体像）
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厚生労働省資料抜粋



協定の財政措置（平時）
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平時における財政措置の検討状況は下記のとおりです。

協定締結医療機関の設備整備

厚生労働省において、個人防護具の保管施設整備等に対する補助を予定（詳細は検討中）。
国の検討状況を踏まえ、本県においてもその実施を検討する。

診療報酬（平時）

中央社会保険医療協議会において、感染対策向上加算における新興感染症に関する施設基準
と協定の枠組みと整合性が取れるように見直しを検討すべき、との意見が出ており、現在、検討
が進められている。

本県におけるその他の取組

本県の『令和６年度国の予算編成等に対する提案』の中で、新たに「感染症協定指定医療機関
に対する支援の実施」の項目を立て、「協定医療機関については、平時から、新興感染症の発生
に備えた職員への訓練・研修や個人防護具の備蓄等が求められ、人的・財政的負担が生じるた
め、必要な支援を継続的に行うこと。」を、11月に国に対して提案活動を実施。

本県では、年１回の報告も含め、協定医療機関に平時にも人的・財政的負担が生じることに着
目し、国への提案活動を実施したところ。

→令和6年診療報酬改訂参照



協定の財政措置（新興感染症発生・まん延時）
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新興感染症発生・まん延時における財政措置は下記のとおりです。

補助金等

厚生労働省によると、新興感染症発生時における補助のあり方については、新型コロナの
対応を参考に、その際に検討する、とされている。

診療報酬（特例）

厚生労働省によると、具体的な内容は、実際の感染症発生時に検討、とされている。

本県におけるその他の取組

協定の履行（医療提供）により感染した医療従事者等への補償については、大きな課題だと認
識している。
国の制度に基づく課題であり、また補償の制度設計によっては医療提供の義務づけの度合い
が高くなる可能性や、財源等の課題もあるものの、国へ強く要望し、県として取り得る対応方
策についても検討したい。



医療従事者の感染時の補償
• 新型コロナウイルス感染症対応の経験を踏まえ、
会員から医療従事者が感染した際の補償充実に対
する要望が多い

• 公務災害扱いとすべき
公務員の身分にすると従事する義務が生じる(厚労省回
答）

• 日医で新興感染症対応保険創設を
感染症の性質が判明していない段階では補償内容や保険
料設定が困難(日医回答）

• 労災の枠組みでの補償と任意保険は出務料等に含
める



厚生労働省 令和５年度第２回医療政策研修会（R5.9.15）「資料３」
より抜粋
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協定指定医療機関
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協定指定医療機関への指定

医療措置協定を締結した医療機関のうち、病床の確保や発熱外来の実施、自宅療養者等への医療提供
を行う医療機関は、感染症法に基づく「第一種・第二種協定指定医療機関」として、知事による指定
を行います。
これにより、感染症法に基づく医療費の公費負担が行われます。

病院 有床診療所 診療所 薬局 訪問看護事業所

病床の確保 ○ ○

発熱外来の実施 ○ ○ ○

自宅療養者等
への医療提供 ○ ○ ○ ○ ○

後方支援 ○ ○

人材派遣 ○ ○ ○

第一種協定指定医療機関

第二種協定指定医療機関

○：協定対象項目



第二種協定指定医療機関（自宅療養者等への医療提供）の指定要件【薬局・訪問看護事業所】

【薬局】

（略）

【訪問看護事業所】

（略）

協定指定医療機関の指定基準
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【改正感染症法第38条第2項の規定に基づく厚生労働大臣が定める基準】

第一種協定指定医療機関（病床の確保）の指定要件【病院（有床診療所含む）】

（略）

第二種協定指定医療機関（発熱外来・自宅療養者等への医療提供）の指定要件【病院・診療所】

・当該医療機関に所属する者に対して、最新の知見に基づき適切な感染防止等の措置を実施することが可能であること。

【発熱外来】
・新興感染症発生等公表期間において、都道府県知事からの要請
を受けて、外来医療を提供する体制が整っていると認められる
こと。

・受診する者同士がお互いに可能な限り接触することがなく、診
察することができること等の院内感染対策を適切に実施しなが
ら、必要な医療を提供することが可能であること。

【自宅療養者等への医療提供】
・新興感染症発生等公表期間において、都道府県知事からの要請
を受けて、外出自粛対象者に対してオンライン診療等の医療を
提供する体制が整っていると認められること。

協定を行う各診療所には、感染防御等のため、下記の基準を満たすようにお願いします。
（これらが協定指定医療機関の指定基準となっています。）



協定書（診療所）の内容について

協定書作成の考え方

協定書の内容

条 項 項 目 内 容

第一条 目的 新興感染症の発生等公表期間の医療提供体制の確保

第二条 医療措置実施の要請 発生等公表期間の県知事から医療機関への医療措置の要請

第三条 医療措置等の内容 発熱外来などの医療措置の内容、個人防護具の備蓄

第四条 措置等に要する費用負担 医療措置等に要する経費を県が補助することなど

第五条 最新の知見の情報提供等 最新の知見の情報についての医療機関への情報提供など

第六条 協定の有効期間及び変更 ３年間の有効期間と内容を変更する場合の協議など

第七条 協定の履行確保措置 正当な理由がなく医療措置を講じない場合の措置

第八条 協定の実施状況等の報告 県からの報告の求めがあった場合の措置実施状況の報告など

第九条 平時における準備 年１回以上の研修や訓練の実施など

第十条 疑義等の解決 定めのない事項や疑義が生じた時は双方協議して定めること19

○ 厚生労働省医政局地域医療計画課長他通知「感染症法に基づく『医療措置協定』
締結等のガイドライン」を基本に作成しています。

○ 別表１（医療措置の内容）、別表２（個人防護具の備蓄量）の内容以外は、
全診療所で共通となります。



協定書の内容（第１条：協定の目的）
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（目的）

第１条 この協定は、医療機関の協力のもと、甲が新型インフルエンザ等感染症、指
定感染症又は新感染症（以下「新興感染症」という。）に係る発生等の公表が行わ
れたときから新興感染症と認められなくなった旨の公表等が行われるまでの間（以
下「新興感染症発生等公表期間」という。）に、甲の要請に基づき、乙において、
新興感染症に係る医療を提供する体制の確保に必要な措置を迅速かつ適確に講ずる
ことにより、甲が新興感染症の医療提供体制を確保することを目的とする。

 この協定文中の言葉の定義、この協定を結ぶ目的について記載しています。
なお「県の要請」については具体的に第２条、第３条で記載されているため、「要請」につ
いては次ページで詳述します。

 感染症法及び厚生労働省ひな形では「新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新
感染症」を「新型インフルエンザ等感染症等」と表記していますが、兵庫県の協定書では、
厚生労働省の基本指針及び県予防計画に合わせて「新興感染症」と表記しています。



協定書の内容（第２条：医療措置実施の要請）
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（医療措置実施の要請）

第２条 甲は、新興感染症発生等公表期間において、地域の感染症医療提供体制等を
勘案し、必要があると認めるときは、乙に対し、次条に定める医療措置を講ずるよ

う要請するものとする。

 この協定に基づく医療措置を実施していただく場合について、

・「県が要請したとき」に限られること

・「新興感染症発生等公表期間内」に限られること

・県は「地域の感染症医療提供体制等を勘案し、必要があると認めるとき」に要請を行う
こと

を規定しています。

 県では、要請にあたっては、県医師会等の関係団体とよく調整をしながら進めていきた
いと考えています。



協定書の内容（第３条第１項、別表１：医療措置）
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（医療措置等の内容）

第３条 乙は、前条の規定による甲からの要請に基づき、別表１に掲げる医療措置を

講ずるものとする。

 第１項は医療提供の内容について定め、その具体的な内容は別表１で定めることとして
います。

 別表１には、下記の内容が記載されます。

発熱
外来

発熱外来対応人数（人/日）

検査実施能力（人/日）

自宅療養者等への医療の提供・健康観察の可否

医療人材派遣（人）



協定書の内容（別表１のうち「発熱外来」）
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 流行初期期間、流行初期期間以降の考え方は下記のとおりです。
※診療所については特に流行初期期間以降の対応を期待していますが、特に流行初期期間に対応

いただける診療所については、別表１の「流行初期期間」欄に対応可能患者数等が記載されます。

発熱外来の設置

 やむを得ず、普段から自院にかかっている患者（かかりつけ患者）に限っての対応とする
場合に所定欄に「○」、また小児患者への対応が可能な場合に所定欄に「○」を入れること
になります。

新興感染症

発生等の公表

新興感染症の発生

３ヶ月 ６ヶ月

流行初期期間 流行初期期間以降

【流行初期期間に対応いただく医療機関】
→・知事の要請後（最短では発生等公表後）

７日以内※に発熱外来を設置

【流行初期期間以降に対応いただく医療機関】
→・知事の要請に基づき、公表後６ヶ月以内に

発熱外来を設置

※「知事が定める基準」(案)による。なお、別表１において流行初
期期間の対応可能患者数が15人/日以上の場合は流行初期医
療確保措置の対象になります。



協定書の内容（別表１のうち「自宅療養者等への医療提供」）
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 提供できる医療措置の内容（往診又は電話、対象となる施設種別等）は、意向調査の回答
に基づき、協定書に記載されます。
※流行初期期間、流行初期期間以降のそれぞれについて、どこまでの医療提供が可能かご検討の

うえ、意向調査に回答願います。

 往診あるいは電話・オンライン診療いただく患者は、主には軽症者等を想定しています。

 「健康観察」の項目は「実施の可否の表明」のみになります。
（医療機関への健康観察の依頼については、今後、検討していきます。）

自宅療養者等への医療提供

 「自宅療養者等」は、宿泊施設、高齢者施設等における療養者も含み、宿泊療養体制が最も
最初に立ち上がることが想定されます。

 流行初期期間、流行初期期間以降の考え方は下記のとおりです。

新興感染症

発生等の公表

新興感染症の発生

３ヶ月 ６ヶ月

流行初期期間 流行初期期間以降

【流行初期期間以降に対応いただく医療機関】
→・知事の要請に基づき、公表後６ヶ月以内に

自宅療養者等への医療提供を実施
（提供できる医療措置の内容は、別表１に記載。）

【流行初期期間に対応いただく医療機関】
→・知事の要請に基づき、公表後３ヶ月以内に

自宅療養者等への医療提供を実施
（提供できる医療措置の内容は、別表１に記載。）



自院で発熱外来設置が困難でも
• 地域で医師会等が設置する検査センターへの出務

• 宿泊療養施設への出務

• 自宅療養者への医療提供

による第二種協定指定医療機関として指定可能

兵庫県では新型コロナウイルス感染症において、
宿泊療養施設での出務医師の診療実績があること

検査センターや宿泊療養施設では、対象を自院の
通院患者に限定していない



意向調査の項目④（自宅療養者等への医療提供）
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○ 新興感染症が発生した場合に、貴院で対応可能な往診患者数、電話・オンライン診療
患者数、健康観察の可否を、時期別に記載していただく項目です。

回答時のお願い事項

 往診あるいは電話・オンライン診療いただく患者は、無症状者や軽症者等、入院医療
の必要性の低い自宅療養者等と想定し、ご回答ください。

 自宅療養者等への医療提供のうち「電話・オンライン診療」については、対応可能な
場合のみ協力をお願いします。

 高齢者施設、障害者施設は、配置医師として契約している施設の入所者への対応も含
めて、人数を入力願います。



意向調査の項目④（自宅療養者等への医療提供）
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回答ページのイメージを
挿入予定



意向調査の項目⑤（人材派遣）
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○ 新興感染症が発生した場合に、貴院から「感染症医療への従事」「感染症予防等業務」
に派遣いただける人員数を、職種別に記載いただく項目です。

 「感染症医療への従事」「感染症予防等業務」の想定される具体的内容は、協定書第
３条の説明ページをご覧ください。

 複数の内容について対応可能な方については、それぞれの項目に回答してください。

回答時のお願い事項



協定書の内容（第４条第２項：流行初期医療確保措置）
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２ 甲は、前条第１項の発熱外来の設置に掲げる措置のうち、新興感染症の発生等の初
期の段階から当該感染症に係る医療を提供する体制を迅速かつ適確に構築するための
措置を講じたと認められる場合であって、乙が当該措置を講じたと認められる日の属
する月の収入額が、新興感染症発生・まん延前の同月の収入額を下回った場合には、
乙に対し、流行初期医療の確保に要する費用を支給する措置（流行初期医療確保措

置）を行うものとする。

 発熱外来の設置について、発生等公表後、特に迅速に発熱外来を設置する等の要件（※知
事が定める基準）を満たす協定を締結し、知事の要請に基づき医療提供（発熱外来での医
療提供）を行った診療所について、「流行初期医療確保措置」という財源措置を規定したも
のです。
（「流行初期医療確保措置」については最後の「参考」をご覧ください。）

 流行初期期間は、感染症の性状等の知見が十分に蓄積されず感染防御等が難しいと想定
しています。
そのため、発熱外来の設置は、流行初期期間は主に病院に、流行初期期間以降は主に診療
所にお願いしたいと考えていますが、特にこの時期に対応いただけ、かつ下記の要件（基
準）を満たす協定を締結した診療所について、この規定が適用されます。

【知事が定める基準（案）】

 県知事の要請後７日以内に発熱外来を設置

 １日あたり15人以上の患者対応が可能



【参考】流行初期医療確保措置①
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「初動対応等を含む特別な協定を締結した医療機関」について、協定に基づく対応により経営の自律性
（一般医療の提供）を制限して、大きな経営上のリスクのある流行初期の感染症医療（感染患者への医療）
の提供をすることに対し、診療報酬の上乗せや補助金等が充実するまでの一定期間に限り、財政的な支援
を行う。

支援額は、感染症医療の提供を行った月の診療報酬収入が、感染症流行前の同月の診療報酬収入を下
回った場合、その差額を支払う（※）。その上で、感染症流行前の診療報酬収入と、当該年度の診療報酬収
入に補助金を加えた収入との差額になるよう精算を実施（支援額の範囲内で補助金の額を返還）。

※ 算定方法等の詳細は感染症法施行令で規定されます。

措置の目的・内容

各段階における「特別な協定を締結した医療機関」の収入（イメージ）



要確認！流行初期医療確保措置
• 発生等公表後、特に迅速に発熱外来を設置する等
の要件を満たすことが必要

• 原則として、第1種、第2種感染症指定医療機関が
次に公立病院がその役割を果たすことを期待する





その原因は？



もし間違って回答していたら
• 集合協定締結前に修正可能(下記参照）



協定書の内容（第５条第１、２項：知見の情報提供及び準備）
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（新興感染症に関する最新の知見についての情報提供等）

第５条 新興感染症に係る発生等の公表が行われる前の段階から、甲は、国から新興
感染症に関する対応方法を含めた最新の知見について情報を得た場合は、速やかに
乙へ情報提供するものとする。

２ 乙は、前項の情報も踏まえ、甲からの第２条の要請に備えて、必要な準備を行う
ものとする。

 「公表が行われる前の段階から」とは、直接は流行初期期間の対応をお願いする病院等を
想定しての文言になります。
県としては、公表前後を問わず、各地域の医療の多くを診療所が支えていることも踏まえ、
国等から提供される最新の知見について、引き続き、県医師会等を通じて積極的に情報
提供するとともに、知見の共有を図っていきたいと考えています。

 各診療所におかれては、第２項の規定に基づき、それらの知見を踏まえて、各地域で協定
に基づく医療措置が実施できるよう、準備を進めていただくようお願いします。



第５条第３項：想定と異なる場合の対応
• 新興感染症発生・まん延時において、新興感染症の性
状のほか、その対応方法を含めた最新の知見の取得状
況や、感染症対策物資等の確保の状況などが事前の想
定とは大きく異なる事態の場合として、国においてそ
の判断が行われた場合又は新興感染症の性状が事前の
想定とは大きく異なる事態の場合として甲においてそ
の判断を行った場合は、甲は、協定の内容について機
動的に変更する又は状況に応じ柔軟に対応を行うこと
について、丙と速やかに協議を行うものとする。

• また、丙は、新興感染症の性状が事前の想定とは大
きく異なる事態であると認められる場合には、協定の
内容について機動的に変更する又は状況に応じ柔軟に
対応を行うことについて、甲に対して協議を行うこと
を求めることができるものとする。

甲：兵庫県知事、丙：一般社団法人兵庫県医師会会長



県医師会が取りまとめる意義
• 感染症法上、関係団体は協定締結の主体としてい
ないが、協定締結の協議に当たっては、診療所や
薬局が行う協議等の手続きを行う際に、医師会や
薬剤師会などの関係団体が協議の窓口となり、と
りまとめるといった対応も可能であるので、地域
の実情に則して対応されたい（感染症法に基づく
「医療措置協定」締結等のガイドラインより）

• もし新興感染症の性状が想定と大きく異なってい
た場合、緊急を要する事態であり、個々の医療機
関が個別に県と協議するのは現実的ではない

→県医師会が一括して県と協議し、迅速且つ有効な
対応を求める



協定書の内容（第７条：履行確保措置）
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（協定の措置を講じていないと認められる場合の措置）

第７条 甲は、乙が、正当な理由がなく、第３条に基づく措置を講じていないと認め
るときは、乙に対し、感染症法等に基づく措置を行うことができるものとする。

 「正当な理由がなく、医療措置（第３条第１項）を行っていない」場合の感染症法等に基
づく措置を規定したものです。

 「正当な理由」について、厚生労働省が下記のとおり一定の例示をしており、今後、更に
できるだけ具体的に示されることとなっています。

【厚生労働省の例示】
⑴医療機関内の感染拡大等により、医療機関内の人員が縮小している場合
⑵ウイルスの性状等が協定締結時に想定していたものと大きく異なり、患者一人当たり

に必要となる人員が異なる場合
⑶感染症以外の自然災害等により、人員や設備が不足している場合等、

協定締結時の想定と異なる事情が発生し、協定に沿った対応が困難であることがや
むを得ないと都道府県が判断する場合。

 「感染症法等に基づく措置」とは、感染症法及び医療法に基づく措置を言い、例えば医
療措置の実施であれば、県知事が当該医療機関に、当該医療措置を実施することを「勧
告」し、勧告に従わない場合は「指示」し、「指示」に従わない場合に「公表」することを言
います。



「内容の変更・協定脱退」が認められると想定される例

• 診療所の廃止、県外への移転による協定脱退

• 医療機関の人員体制が協定締結時から減少したこ
とにより、客観的に医療措置（又はその一部）の
履行が困難になったと認められる場合
医師数が２人→１人になったことにより「発熱外来 10 
人、自宅療養者等への医療提供○」→「発熱外来 10 人、
自宅療養者等への医療提供×」

• 診療所の建て替え等により動線分離が困難になっ
たことによる措置項目からの「発熱外来」の削除



協定書の内容（第７条続き：履行確保措置）
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 「感染症法等に基づく措置」の実施について、厚生労働省はガイドラインで、下記のとお
り考え方を示しており、本県においても下記の考え方に従って運用する予定です。

 実際に都道府県が感染症法等に基づく措置（指示や勧告等）を行うか否かは、締結した協定の措置
を講じないことによる患者の生命・健康等への影響や、協定の措置に代えて実施し得る他の手段
の有無といったことを総合的に考慮して判断されるべきものと考えられる。

 例えば、病床確保の協定を締結している一部の医療機関において、医師等の医療従事者の確保や
必要な設備等の整備が十分になされているにもかかわらず、協定の措置を講じず、そのことに
よって地域全体として必要な病床を確保できないなど、地域における患者の生命・健康等に影響
が及ぶと考えられる場合には、協定の措置をとるべきことを勧告し、さらに当該勧告に意図的に応
じない場合には協定の措置をとるべきことを指示し、それでもなお当該指示に意図的に応じない
場合はその旨を公表することなどが考えられる。

 都道府県において、勧告・指示・公表の是非を判断するに当たっては、医療機関等の事情も考慮し、
慎重に行うこととし、例えば、都道府県医療審議会等の関係者の会議体により、事前に（緊急時で
やむを得ない場合は事後に）、勧告・指示・公表について当該会議体から意見を聴取するなど、手
続きの透明性を確保すること。

（協定の措置を講じていないと認められる場合の措置）

第７条 甲は、乙が、正当な理由がなく、第３条に基づく措置を講じていないと認め
るときは、乙に対し、感染症法等に基づく措置を行うことができるものとする。



協定書の内容（第９条：平時における準備）

41

（平時における準備）

第９条 乙は、第３条の措置を迅速かつ適確に講ずるため、平時（新興感染症の発生
前）において、年１回以上、次に掲げる準備を行うよう努めるものとする。

一 乙の医療機関において、最新の科学的知見に基づいた適切な知識を本協定の措置
の実施にかかわることが見込まれる医療従事者等が習得することを目的として、研
修を実施する、又は、外部の機関が実施する医療機関向け研修に当該医療従事者等
を参加させること。

二 措置を講ずるに当たっての訓練を、乙の医療機関において実施する、又は、外部
の機関が実施する訓練に本協定の措置の実施にかかわることが見込まれる医療従事
者等を参加させること。

三 措置を講ずるに当たっての乙の医療機関における対応の流れを点検すること。

 協定医療機関には一～三の各取組の、平時のそれぞれ年１回以上の実施をお願いする
規定です。（努力義務）

 具体的には「研修への参加」「訓練への参加」「パンデミック時の対応の流れの点検」です。

 「研修」「訓練」は、県医師会や郡市区医師会が実施される研修・訓練や、感染対策向上加
算１の病院が実施されるカンファレンスへの参加等が想定されます。

 「対応の流れの点検」は、日々の業務の中で必要な感染対策を確認していただいている
場合も含まれます。



研修に関して

日医が創設した「診療所における新興感染症対策研修」が該当



今後の検討課題

• 新規開業医療機関の指定について

理想は随時指定であるが、現実的には2～3ヶ月ごとに新規指

定を行う

• 他の都道府県が締結した協定との整合性

日医に協定内容の情報共有を求めていく

• 身分補償、診療報酬上の加算や補助金のあり方



令和6年診療報酬改訂

4月4日当会実施説明会資料



参照：日医資料
５. ポストコロナにおける感染症対策の推進
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ポストコロナにおける感染症対策に係る評価の見直しの全体像

令和６年度診療報酬改定 Ⅱ－６ 新興感染症等に対応できる地域における医療提供体制の構築に向けた取組－②

自宅

外来感染対策向上加算を
届け出る診療所

発熱患者等への対応の評価

• 外来感染対策向上加算の施設基準の見直
し（受診歴の有無に関わらず発熱患者等
を受け入れる旨を公表することを追加）

• 外来感染対策向上加算を算定する施設に
おいて適切な感染対策の上で発熱患者等
に対応した場合の加算の新設

介護保険施設等への助言・指導

感染症の患者に対する入院医療の評価

• 三類～五類感染症及び指定感染症のうち空気感染、
飛沫感染、接触感染等の対策が特に必要な感染症
の患者への入院医療に対する評価の新設

• 感染対策が特に必要な感染症の患者に対する個
室・陰圧室管理に対する評価の拡充

• 感染対策が特に必要な感染症の患者を対象に含む
急性期リハビリテーションに対する加算の新設

感染対策向上加算を
届け出る病院等

新興感染症発生・まん延時の対応の評価

• （診療所）外来感染対策向上加算の施設基準の
見直し（発熱外来の協定締結を要件に追加）

• （病院等）感染対策向上加算の施設基準の見直
し（感染対策向上加算１・２について病床確保
の協定締結を要件に追加し、感染対策向上加算
３について病床確保又は発熱外来の協定締結を
要件に追加）

介護保険施設等

発
熱
患
者
等
の
往
診
・
訪
問
診
療
等

外
来
に
お
け
る
発
熱
患
者
等
の
受
入

介護保険施設等との連携の推進

• 感染対策向上加算について、介護保険施設等から
求めがあった場合に感染対策に関する実地指導、
研修を合同で実施することが望ましい規定を追加

• 感染対策向上加算１における感染制御チームの職
員について、介護保険施設等に対する助言に係る
業務を含め専従とみなす旨を明確化

入院が必要な感染症患者の受入

都道府県
病
床
確
保
等
の
協
定
締
結

発熱外来の協定締結
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ポストコロナにおける感染症対策の評価①

令和６年度診療報酬改定 Ⅱ－６ 新興感染症等に対応できる地域における医療提供体制の構築に向けた取組－②

 新興感染症への備えに係る施設基準について、第８次医療計画における協定締結の枠組みを踏まえ
た要件に見直しを行う。

感染対策向上加算及び外来感染対策向上加算の見直し

改定後

【感染対策向上加算】［施設基準（抜粋）］

加算１：都道府県知事の指定を受けている第一種協定指
定医療機関であること。

加算２：（加算１と同様）

加算３：都道府県知事の指定を受けている第一種協定指
定医療機関又は都道府県知事の指定を受けている第二
種協定指定医療機関（発熱外来に係る措置を講ずるも
のに限る。）であること。

【外来感染対策向上加算】［施設基準（抜粋）］
都道府県知事の指定を受けている第二種協定指定医

療機関（発熱外来に係る措置を講ずるものに限る。）
であること。

現行

【感染対策向上加算】［施設基準（抜粋）］

加算１：新興感染症の発生時等に、都道府県等の要請を受
けて感染症患者を受け入れる体制を有し、そのことを自
治体のホームページにより公開していること。

加算２：新興感染症の発生時等に、都道府県等の要請を受
けて感染症患者又は疑い患者を受け入れる体制を有し、
そのことを自治体のホームページにより公開しているこ
と。

加算３：新興感染症の発生時等に、都道府県等の要請を受
けて感染症患者若しくは疑い患者を受け入れる体制又は
発熱患者の診療等を実施する体制を有し、そのことを自
治体のホームページにより公開していること。

【外来感染対策向上加算】［施設基準（抜粋）］
新興感染症の発生時等に、都道府県等の要請を受けて

感染症患者を受け入れる体制を有し、そのことを自治体
のホームページにより公開していること。

都道府県外来感染対策向上加算を
届け出る診療所

発熱外来の協定締結 病床確保等の協定締結

感染対策向上加算を
届け出る病院等
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ポストコロナにおける感染症対策の評価

＜発熱外来に対する評価の新設＞

○外来感染対策向上加算の施設基準に、感染対策を講じた上で発熱患者等を
受け入れること等を追加する。

○受診歴の有無に関わらず発熱患者等を受け入れる体制を有した上で、実際
に発熱患者等に対応した場合の発熱患者等対応加算を新設する。

＜抗菌薬の使用実績に基づく評価の新設＞
我が国における Access 抗菌薬の使用比率が低い現状を踏まえ、適正使

用を更に促進する観点から、外来感染対策向上加算及び感染対策向上加算
に抗菌薬適正使用体制加算を新設する。

＜感染対策に関する介護保険施設等との連携の推進＞
○感染対策向上加算の見直し

・感染対策向上加算の施設基準に、連携する介護保険施設等から求めが
あった場合に現地に赴いての感染対策に関する助言を行うこと及び院内
研修を合同で開催することが望ましいことを追加する。

・感染対策の専門的な知見を有する者が、介護保険施設等からの求めに応
じて専門性に基づく助言を行えるようにする観点から、感染対策向上加
算におけるチームの職員の専従業務に当該助言が含まれることを明確化
する。



ポストコロナにおける感染症対策の評価④

令和６年度診療報酬改定 Ⅱ－６ 新興感染症等に対応できる地域における医療提供体制の構築に向けた取組－②

 外来感染対策向上加算の施設基準に、感染対策を講じた上で発熱患者等を受け入れること等を追加する。

 受診歴の有無に関わらず発熱患者等を受け入れる体制を有した上で、実際に発熱患者等に対応した場合の加算を
新設する。

（新） 発熱患者等対応加算 20点
[算定要件]

外来感染対策向上加算を算定する場合において、発熱その他感染症を疑わせる症状を呈する患者に対して適切な感染
防止対策を講じた上で診療を行った場合は、月１回に限り更に所定点数に加算する。

 我が国における Access 抗菌薬の使用比率が低い現状を踏まえ、適正使用を更に促進する観点から、外来感染対策
向上加算及び感染対策向上加算に抗菌薬適正使用加算を新設する。

（新） 抗菌薬適正使用体制加算 ５点
[施設基準］

(1) 抗菌薬の使用状況のモニタリングが可能なサーベイランスに参加していること。
(2) 直近６か月において使用する抗菌薬のうち、Access抗菌薬に分類されるものの使用比率が60％以上又はサーベイ

ランスに参加する医療機関全体の上位30％以内であること。

発熱外来に対する評価の新設

改定後現行

【外来感染対策向上加算】
［施設基準（抜粋）］
（新設）

抗菌薬の使用実績に基づく評価の新設
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【外来感染対策向上加算】
［施設基準（抜粋）］
• 当該医療機関の外来において、受診歴の有無に関わらず、発熱その他感染症

を疑わせるような症状を呈する患者の受入れを行う旨を公表し、受入れを行
うために必要な感染防止対策として発熱患者の動線を分ける等の対応を行う
体制を有していること。

• 回復した患者の罹患後症状が持続している場合に、必要に応じて精密検査が
可能な体制または専門医への紹介が可能な連携体制があることが望ましい。



外来感染対策向上加算に関する施設基準
次のいずれにも該当すること。

(１) 診療所であること。

(２) 感染防止に係る部門「以下「感染防止対策部門」という。」を
設置していること。ただし、別添３の第 20 の１の(１)イに規定する
医療安全対策加算に係る医療安全管理部門をもって感染防止対策部
門としても差し支えない。

(３) 感染防止対策部門内に、専任の医師、看護師又は薬剤師その他
の医療有資格者が院内感染管理者として配置されており、感染防止
に係る日常業務を行うこと。なお、当該職員は別添３の第 20 の１の
(１)アに規定する医療安全対策加算に係る医療安全管理者とは兼任で
きないが、医科点数表第１章第２部通則７に規定する院内感染防止
対策に掲げる業務は行うことができる。

(４) 感染防止対策の業務指針及び院内感染管理者の具体的な業務内
容が整備されていること。



外来感染対策向上加算に関する施設基準
(５) (３)の院内感染管理者により、最新のエビデンスに基づき、自施設の
実情に合わせた標準予防策、感染経路別予防策、職業感染予防策、疾患別
感染対策、洗浄・消毒・滅菌、抗菌薬適正使用等の内容を盛り込んだ手順
書（マニュアル）を作成し、各部署に配布していること。

(６) (３)の院内感染管理者により、職員を対象として、少なくとも年２回
程度、定期的に院内感染対策に関する研修を行っていること。なお、当該
研修は別添２の第１の３の(５)に規定する安全管理の体制確保のための職
員研修とは別に行うこと。

(７) (３)の院内感染管理者は、少なくとも年２回程度、感染対策向上加算
１に係る届出を行った医療機関又は地域の医師会が定期的に主催する院内
感染対策に関するカンファレンスに参加していること。なお、感染対策向
上加算１に係る届出を行った複数の医療機関と連携する場合は、当該複数
の医療機関が開催するカンファレンスに、それぞれ少なくとも年１回参加
し、合わせて年２回以上参加していること。また、感染対策向上加算１に
係る届出を行った

医療機関又は地域の医師会が主催する、新興感染症の発生等を想定した訓
練については、少なくとも年１回以上参加していること。



外来感染対策向上加算に関する施設基準
(中略）

(12) 当該保険医療機関の外来において、受診歴の有無に関わらず、
発熱その他感染症を疑わせるような症状を呈する患者の受入れを
行う旨を公表し、受入れを行うために必要な感染防止対策として、
空間的・時間的分離により発熱患者等の動線を分ける等の対応を
行う体制を有していること。

(13) 感染症法第 38 条第２項の規定に基づき都道府県知事の指定を
受けている第二種協定指定医療機関（同法第 36 条の２第１項の規
定による通知（同項第２号に掲げる措置をその内容に含むものに
限る。）又は医療措置協定（同号に掲げる措置をその内容に含む
ものに限る。）に基づく措置を講ずる医療機関に限る。）である
こと。

(14) 新興感染症の発生時等に、発熱患者等の診療を実施すること
を念頭に、発熱患者等の動線を分けることができる体制を有する
こと。



今後の予定
この後の流れ



集合協定締結の流れ



委任状



医師会・集合協定に係るスケジュール（R6.4.3時点案）

兵庫県

県 県医師会 郡市区医師会 各診療所

3/21確認依頼・修正回答の〆切
等周知

3/21理事会説明→以降、郡市区に委任状取り纏め作業の根回し
4/4(診療報酬) 説明会

4/11(協定)説明会

4/26回答締切（4/30までは受理）
→5/1リスト提供 （非会員についてチェック）

5/2集合協定CLが確定
→要件確認依頼メール（5/15〆）

リストと委任状突合→とりまとめ
5/10、/15提出（写し）

（とりまとめ）

5/15要件確認〆（間に合わないCLは

指定通知の送付は６月以降なので要注意）

5/20頃協定締結

5/27頃～５月末

確認依頼・締切周知

随時追加・修正回答
リスト提供

随時追加・修正回答

説明

4/8リストからの変更点が分かるよ
うに（着色等）、郡市区別に。

委任状提出
委任状提出

委任状写し提出

回答

メール送付・依頼

締結

要件確認回答

指定通知書を送付（メール）

リスト提供

5/3～6は祝日・土日
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委任状未着の場合は指定通知の
送付は見合わせ委任状について

○委任の日付は協定締結日以前であること。
○「ゴム印使用」「FAX」でも可。
○県医師会から県には写しをPDFで提出。



医療措置協定の手順
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令和6年3月31日現在 発熱等診療検査医療機関に指定済

意向調査で「締結」と回答

初期医療確保措置での
対応可と回答

初期医療確保措置
は不可に修正希望

郡市区医師会のとりまとめへ

YES

YES

YESNO

YES

本日の説明で締結したい

NO

YES

後方支援等でのご
協力をお願いします。

発熱外来設置は不可

NO

宿泊療養施設や
検査センターへの

出務可

NO

YES

YES

NO

NO



医療措置協定に関する問い合わせは

兵庫県医師会
兵庫県医師会 業務１課 公衆衛生係
電話 078-231-4114
FAX078-231-8112
メール：kosyu-jimu@hyogo.med.or.jp

兵庫県
保健医療部 疾病対策課
電話 078-362-3264
FAX078-362-3933
メール：shinkou-kansen@pref.hyogo.lg.jp


